
総 行 安 第 52号 
令和３年９月15日 

 
 各都道府県総務部（局）長 
 （公務災害担当課扱い） 
               殿 
 各指定都市人事主管局長 
 （公務災害担当課扱い） 
 
 
                            総務省自治行政局公務員部 
                            安 全 厚 生 推 進 室 長 
                            （ 公 印 省 略 ） 
 
 

地方公務員災害補償法施行規則の一部改正について（通知） 
 
 
 地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令（令和３年総務省令第94号）が本日付け
で公布され、同日から施行されます。 
 今回の改正は、業務による過重負荷を原因とする脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に
ついて、労働者災害補償保険制度及び国家公務員災害補償制度の改正を踏まえ、両制度との均衡
を図るため、所要の改正を行うものです。 
 つきましては、下記事項に留意の上、その施行に遺漏のないようお願いします。 
 
 

記 
 
 
１ 改正の内容 
   地方公務員災害補償法施行規則（昭和47年自治省令第27号）別表第一第８号に「重篤な心不全」
を加えるほか、認定基準となる対象疾病の表記の一部を改める。 

 
２ 施行期日 
  令和３年９月15日 
 
３ 議会の議員その他非常勤の職員についての取扱い 
  今回の改正に伴い、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）第69条の規定に基づく条
例による補償を受けるべき非常勤の職員等についても、同様の措置がなされるべきものです。 
ついては、その他の形式的な文言の整備を含む「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例施行規則（案）」（昭和42年11月27日付け自治給第84号）の一部改正（案）を添
付しましたので、実務の参考としてください。 

 
以上 

 
 

【連絡先】 
 安全厚生推進室公務災害補償係 

 担当：矢島、中島 

 電話：03-5253-5560（直通） 



総 行 安 第 52号 
令和３年９月15日 

 
各都道府県総務部（局）長 殿 
（市町村担当課、区政課扱い） 
 
 
                            総務省自治行政局公務員部 
                            安 全 厚 生 推 進 室 長 
                            （ 公 印 省 略 ） 
 
 

地方公務員災害補償法施行規則の一部改正について（通知） 
 
 
 地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令（令和３年総務省令第94号）が本日付け
で公布され、同日から施行されます。 
 今回の改正は、業務による過重負荷を原因とする脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に
ついて、労働者災害補償保険制度及び国家公務員災害補償制度の改正を踏まえ、両制度との均衡
を図るため、所要の改正を行うものです。 
 つきましては、下記事項に留意の上、その施行に遺漏のないよう、貴都道府県内の市区町村等
に対して速やかにこの旨周知いただきますようお願いします。 
 
 

記 
 
 
１ 改正の内容 
   地方公務員災害補償法施行規則（昭和47年自治省令第27号）別表第一第８号に「重篤な心不全」
を加えるほか、認定基準となる対象疾病の表記の一部を改める。 

 
２ 施行期日 
  令和３年９月15日 
 
３ 議会の議員その他非常勤の職員についての取扱い 
  今回の改正に伴い、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）第69条の規定に基づく条
例による補償を受けるべき非常勤の職員等についても、同様の措置がなされるべきものです。 
ついては、その他の形式的な文言の整備を含む「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例施行規則（案）」（昭和42年11月27日付け自治給第84号）の一部改正（案）を添
付しましたので、実務の参考としてください。 

 
以上 

 
 
 
 
 

【連絡先】 
 安全厚生推進室公務災害補償係 

 担当：矢島、中島 

 電話：03-5253-5560（直通） 



総 行 安 第 52号 
令和３年９月15日 

 
 地方公務員災害補償基金事務局長 殿 
 
 
                            総務省自治行政局公務員部 
                            安 全 厚 生 推 進 室 長 
                            （ 公 印 省 略 ） 
 
 

地方公務員災害補償法施行規則の一部改正について（通知） 
 
 
 地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令（令和３年総務省令第94号）が本日付け
で公布され、同日から施行されます。 
 今回の改正は、業務による過重負荷を原因とする脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に
ついて、労働者災害補償保険制度及び国家公務員災害補償制度の改正を踏まえ、両制度との均衡
を図るため、所要の改正を行うものです。 
 つきましては、下記事項に留意の上、その施行に遺漏のないようお願いします。 
 
 

記 
 
 
１ 改正の内容 
   地方公務員災害補償法施行規則（昭和47年自治省令第27号）別表第一第８号に「重篤な心不全」
を加えるほか、認定基準となる対象疾病の表記の一部を改める。 

 
２ 施行期日 
  令和３年９月15日 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【連絡先】 

 安全厚生推進室公務災害補償係 
 担当：矢島、中島 

 電話：03-5253-5560（直通） 
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○
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
案
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
）

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
案
）
（
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
二
十
七
日
自
治
給
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
災
害
の
報
告
）

（
災
害
の
報
告
）

第
三
条

実
施
機
関
は
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
職
員
に
つ
い
て
、
公
務
上
の
災
害

第
三
条

実
施
機
関
は
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
職
員
に
つ
い
て
、
公
務
又
は
通
勤

又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
と
認
め
ら
れ
る
死
傷
病
が
発
生
し
た
場
合
は
、
そ
の
指

に
よ
り
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
死
傷
病
が
発
生
し
た
場
合
は
、
そ
の
指
定
す
る

定
す
る
者
に
、
す
み
や
か
に
報
告
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
負
傷
し
、
若

者
に
、
す
み
や
か
に
報
告
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
負
傷
し
、
若
し
く
は

し
く
は
疾
病
に
か
か
つ
た
職
員
又
は
死
亡
し
た
職
員
の
遺
族
（
以
下
「
被
災
職

疾
病
に
か
か
つ
た
職
員
又
は
死
亡
し
た
職
員
の
遺
族
（
以
下
「
被
災
職
員
等
」

員
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
そ
の
災
害
が
公
務
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
旨
の
申

と
い
う
。
）
か
ら
そ
の
災
害
が
公
務
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
旨
の
申
出
が
あ

出
が
あ
つ
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

つ
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

（
認
定
及
び
通
知
）

（
認
定
及
び
通
知
）

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

２

実
施
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
災
害
が
公
務
に
よ
り
生
じ

２

実
施
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
災
害
が
公
務
に
よ
り
生
じ

た
も
の
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
も
の
の
い
ず
れ
で
も
な
い
と
認
定
し
た
と
き

た
も
の
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
も
の
の
い
ず
れ
で
も
な
い
と
認
定
し
た
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、
被
災
職
員
等
に
そ
の
旨
を

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、
被
災
職
員
等
に
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

実
施
機
関
の
職
氏
名

一

実
施
機
関
の
長
の
職
氏
名

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

附

則

附

則

［
１
～

略
］

［
１
～

同
上
］

11

11

遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
補
償
基
礎
額
の
一
、
〇
〇
〇
倍
、
八

遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
補
償
基
礎
額
の
一
、
〇
〇
〇
倍
、
八

12

12

〇
〇
倍
、
六
〇
〇
倍
、
四
〇
〇
倍
又
は
二
〇
〇
倍
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
、
当

〇
〇
倍
、
六
〇
〇
倍
、
四
〇
〇
倍
又
は
二
〇
〇
倍
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
、
当

該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す

該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す

る
遺
族
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
代
表
者
が
選
任
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
代
表

る
遺
族
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
代
表
者
が
選
任
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
代
表

者
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
附

者
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
附
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則
第
九
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
補
償
基
礎

則
第
九
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
補
償
基
礎

額
の
八
〇
〇
倍
、
六
〇
〇
倍
、
四
〇
〇
倍
又
は
二
〇
〇
倍
に
相
当
す
る
額
の
う

額
の
八
〇
〇
倍
、
六
〇
〇
倍
、
四
〇
〇
倍
又
は
二
〇
〇
倍
に
相
当
す
る
額
の
う

ち
、
補
償
基
礎
額
の
一
、
〇
〇
〇
倍
に
相
当
す
る
額
か
ら
当
該
申
出
が
行
わ
れ

ち
、
補
償
基
礎
額
の
一
、
〇
〇
〇
倍
に
相
当
す
る
額
か
ら
当
該
申
出
が
行
わ
れ

た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
当
該
遺
族
補
償
年
金
の
額
の
合
計
額
を

た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
当
該
遺
族
補
償
年
金
の
額
の
合
計
額
を

差
し
引
い
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を

差
し
引
い
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を

有
す
る
遺
族
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。

有
す
る
遺
族
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。

［

～

略
］

［

～

同
上
］

13

18

13

18

別
表
第
一
（
第
二
条
の
二
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
の
二
関
係
）

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

相
当
の
期
間
に
わ
た
つ
て
継
続
的
に
行
う
長
時
間
の
業
務
そ
の
他
血
管
病

八

相
当
の
期
間
に
わ
た
つ
て
継
続
的
に
行
う
長
時
間
の
業
務
そ
の
他
血
管
病

変
等
を
著
し
く
増
悪
さ
せ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
狭
心
症
、
心
筋

変
等
を
著
し
く
増
悪
さ
せ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
狭
心
症
、
心
筋

梗
塞
、
心
停
止
（
心
臓
性
突
然
死
を
含
む
。
）
、
心
室
細
動
等
の
重
症
の
不

こ
う
そ
く
、
心
停
止
（
心
臓
性
突
然
死
を
含
む
。
）
、
心
室
細
動
等
の
重
症

整
脈
、
重
篤
な
心
不
全
、
肺
塞
栓
症
、
大
動
脈
解
離
、
く
も
膜
下
出
血
、
脳

の
不
整
脈
、
肺
そ
く
栓
症
、
大
動
脈
り
ゆ
う
破
裂
（
解
離
性
大
動
脈
り
ゆ
う

出
血
、
脳
梗
塞
又
は
高
血
圧
性
脳
症
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
疾
病

を
含
む
。
）
、
く
も
膜
下
出
血
、
脳
出
血
、
脳
血
栓
症
、
脳
そ
く
栓
症
、
ラ

ク
ナ
こ
う
そ
く
又
は
高
血
圧
性
脳
症
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
疾
病

［
九
・
十

略
］

［
九
・
十

同
上
］
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
●
年
●
月
●
日
か
ら
施
行
す
る
。
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